
ポイント① 特約の追加

・臨時費用担保特約の新設 補償をより充実させたい方に！！

共済事故により生じた損害に伴い発生する臨時費用を損害共済金
に加えてお支払する「臨時費用担保特約」が新設されます。

※臨時費用共済金は損害共済金の１０％・２０％・３０％から選択できます。
ただし、支払限度額は２５０万円です。

・小損害実損てん補特約の新設

共済事故により生じた損害の額が３０万円以下の場合、損害の額を
共済金としてお支払する「小損害実損てん補特約」が新設されます。

※１建物・１契約ごとに共済金額１，０００万円以上に加入していることが付帯条件です。

・費用共済金不担保特約の新設 掛金を安く抑えたい方に！！

損害共済金のみを支払対象とする「費用共済金不担保特約」が新設されます。
※各種費用共済金は支払われません。

ポイント② 補償の拡充

・総合共済における地震等事故担保割合の引上げ
地震等事故に係る担保割合が３０％ ５０％に引上げられます。

・共済金額の限度額の引上げ
火災共済の限度額が現行の４，０００万円 ６，０００万円に、
総合共済の限度額が現行の２，０００万円 ４，０００万円に引上げられます。

※物件種別により加入限度額が異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。

・特別費用共済金の支払対象事故の拡大
特別費用共済金の対象事故が現行の火災等による損害に加え、
自然災害（地震等事故を除く）も支払対象となります。

※地震等事故とは、地震・噴火・津波並びにこれらに起因する火災事故等をいいます。
※地震等事故の場合、建物は５%、家具類は７０%以上の損害を受けた場合に支払対象となります。

火災共済 総合共済

費用共済金不担保特約 １１，１００円 ３６，１００円

基本契約 １３，２００円 ３９，６００円

臨時費用担保特約（１０％） １４，２００円 ４３，４００円

臨時費用担保特約（３０％） １５，６００円 ４５，３００円

臨時費用担保特約（１０％）
+

小損害実損てん補特約

１５，８４０円
（１４，３００円+１，５４０円）

４８，６１０円
（４３，６００円+５，０１０円）

臨時費用担保特約（３０％）
+

小損害実損てん補特約

１７，２４０円
（１５，７００円+１，５４０円）

５０，９１０円
（４５，９００円+５，０１０円）

共済金額１，０００万円当たりの共済掛金

再建築価額が２，５００万円の住宅で

火災共済に加入し
全焼により損害額が２，５００万円の場合

再建築価額が２，５００万円の住宅で

総合共済に加入し
強風により損害額が２６万円の場合

費用共済金不担保特約 １，０００万円
※各種費用共済金は支払われません。

１０万円
※各種費用共済金は支払われません。

基本契約 １，２００万円※１ １１万円※２

臨時費用担保特約（１０％） １，３００万円※１ １２万円※２

臨時費用担保特約（３０％） １，４５０万円※１ １４万円※２

臨時費用担保特約（１０％）
+

小損害実損てん補特約
１，３００万円※１ ３１．２万円※２

臨時費用担保特約（３０％）
+

小損害実損てん補特約
１，４５０万円※１ ３６．４万円※２

上記表の場合の共済金のお支払例

住宅（一般造）の場合

お申込・お問い合わせは お近くのＮＯＳＡＩまで

各種費用共済金の支払額は事故の状況により異なります。

※１特別費用共済金（損害共済金の１０％）及び残存物取片付費用共済金（損害共済金の１０％）を含みます。
※２残存物取片付費用共済金（損害共済金の１０％）を含みます。

（共済金額１，０００万円）


